
（平成２５年５月２９日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認東北地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 15 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 6 件



東北（宮城）国民年金 事案 1773 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年４月から同年６月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年４月から同年６月まで 

② 平成 13 年２月及び同年３月 

③ 平成 13 年６月から同年９月まで 

申立期間①については、毎月、納税組合の人が集金に来ていて、私の

国民年金保険料を国民健康保険料や組合費などと合わせて、元夫又はそ

の母親が納付してくれた。 

申立期間②及び③については、社会保険事務所（当時）の女性職員が

自宅に集金に来ていたので、国民年金保険料を渡していた。 

各申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、３か月と短期間である上、申立期間①の前後の

期間において、国民年金保険料は納付済みとされており、申立期間①の前

後を通じて申立人及び元夫の仕事に変更があった事情はうかがえず、住所

も変更は無いなど、生活状況に大きな変化は認められないことから、申立

期間①のみが未納とされているのは不自然である。 

また、申立人は、申立期間①の国民年金保険料は、元夫又はその母親が

納付してくれたと述べているところ、オンライン記録によれば、申立期間

①における元夫及びその母親の保険料は納付済みとなっている。 

一方、申立期間②及び③については、基礎年金番号制度が導入された平

成９年１月以降の期間であり、年金記録管理業務のオンライン化、電算に

よる納付書作成、領収済通知書の光学式文字読取機（ＯＣＲ）による入力

等、事務処理の機械化が図られたことにより、記録漏れ、記録誤り等が生



ずる可能性は極めて低いと考えられることから、申立期間において、記録

の過誤が生じたとは考え難い上、申立人が申立期間②及び③の国民年金保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに申立期間②及び③の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち

昭和 45 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



東北（青森）国民年金 事案 1775 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年２月及び同年３月 

私は、申立期間当時、Ａ県Ｂ市の事業所に勤務しており、勤務先の事

業主が私の国民年金の加入手続を行うとともに、国民年金保険料につい

ても給料から控除して納付していた。申立期間の保険料は昭和 45 年３

月分の給料から控除されていたと思う。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、昭和 45 年２月及び同年３月の２か月と短期間である上、

申立人の所持する国民年金手帳には同年３月 16 日に発行された旨の記載

が確認できることから、この頃、申立人の国民年金の加入手続が行われた

ものと推認され、当該手続が行われた時点では、申立期間の国民年金保険

料を現年度納付することが可能である。 

また、国民年金被保険者台帳（マイクロフィルム）及びオンライン記録

によると、申立期間に近接する昭和 46 年６月から 47 年３月までの国民年

金保険料は未納とされていたが、申立人の所持する国民年金保険料領収書

により国民年金保険料が現年度納付されたことが確認されたことから、平

成 24 年 11 月７日にオンライン記録が未納から納付済みに訂正されている

ことが確認でき、行政側に記録管理の不備のあった状況がうかがえる。 

さらに、申立人がＡ県Ｂ市の事業所に勤務していたとする期間に係る国

民年金保険料は現年度納付であったことが確認でき、事業主が申立期間を

含む保険料を給与から控除して納付していたとする申立内容に不自然さは

みられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



東北（青森）国民年金 事案 1776 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年４月から２年３月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年４月から２年３月まで 

国民年金の加入手続及び保険料の納付は家族全員の分を全て父親が行

っていた。保険料は納付組合の班長が集金に来ていたため、納付を忘れ

るはずはないと思う。また、保険料を納付できないときは、免除申請を

行っていたため、未納のままにしておくことはあり得ない。 

申立期間を付加保険料も含めて保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は平成元年４月から２年３月までの 12 か月と短期間であり、

申立期間の前後の期間は付加保険料も併せて納付済みである上、申立期間

の前後を通じて申立人の仕事に変更があった事情はうかがえず、住所も変

更が無いなど生活状況に大きな変化は認められない。 

また、Ａ県Ｂ市に対して国民年金保険料の納付組合であるＣ納税貯蓄組

合の同保険料の集金状況について照会したところ、「Ｃ納税貯蓄組合長か

ら、申立期間当時は国民年金保険料を毎月組合員から集金して、毎月 25

日に農協を通して納付していたことを聴取した。」旨回答が得られたこと

を踏まえると、申立期間当時に申立人が居住していた地域において、納付

組合が保険料の集金を行っていた状況がうかがえる。 

さらに、申立人を含む家族全員の国民年金保険料を納付していたとする

申立人の父親は、昭和 36 年４月から 60 歳までの保険料が全て納付済みと

記録されている上、申立人の母親についても同年４月から 60 歳までの保

険料が申立期間を含めて全て納付済みと記録されていることから、申立人

の父親の納付意識の高さがうかがえ、申立人の父親が申立期間の保険料の



みを納付しなかったと考えるのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を付加保険料も含めて納付していたものと認められる。 



東北（宮城）国民年金 事案 1777 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から同年８月まで 

私の国民年金の加入手続は同年金制度の開始と同時に母が行い、国民

年金保険料も納付してくれていた。私は高校卒業後、家業の手伝いをし

ていたが、その後、昭和 36 年９月にＡ社に就職した時に国民年金手帳

を会社に持参したことを覚えている。同手帳には毎月納付済みのスタン

プが押されていた。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ市の国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 36 年 10 月９日に申立人の母親の同手帳記号番号と連番で

払い出されており、この時点において、申立期間は国民年金保険料の現年

度納付が可能な期間に該当する。 

また、申立期間は昭和 36 年４月から同年８月までの５か月と短期間で

ある上、申立人は、申立期間を除いて国民年金加入期間の保険料を全て納

付している。 

さらに、Ｂ市の国民年金被保険者名簿によると、申立人及びその母親の

保険料に係る収納年月日の記録がある期間については、いずれも同一日に

納付していることが確認できることから、申立人とその母親の保険料は同

時に納付されていたものと考えられるところ、申立期間については、母親

の保険料は納付済みとなっており、申立人の保険料のみを納付しなかった

と考えるのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



東北（岩手）厚生年金 事案 2964 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る記録を平

成 15 年６月 16 日は 28 万 2,000 円、同年 12 月 15 日は 26 万 4,000 円、16

年６月 15 日は 30 万 5,000 円、同年 12 月 15 日は 38 万 6,000 円、17 年６

月 15 日は 42 万 6,000 円、同年 12 月 15 日は 38 万 7,000 円、18 年６月 15

日は 33 万 5,000 円、同年 12 月 15 日は 43 万円、19 年６月 15 日及び同年

12 月 17 日は 31 万 9,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年６月 16 日 

② 平成 15 年 12 月 15 日 

③ 平成 16 年６月 15 日 

④ 平成 16 年 12 月 15 日 

⑤ 平成 17 年６月 15 日 

⑥ 平成 17 年 12 月 15 日 

⑦ 平成 18 年６月 15 日 

⑧ 平成 18 年 12 月 15 日 

⑨ 平成 19 年６月 15 日 

⑩ 平成 19 年 12 月 17 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、各申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑩までの申立人に係る標準賞与額の記録について、申立

人の預金口座に係る取引履歴等により、申立人は、平成 15 年６月 16 日は



28 万 2,000 円、同年 12 月 15 日は 26 万 4,000 円、16 年６月 15 日は 30 万

5,000 円、同年 12 月 15 日は 38 万 6,000 円、17 年６月 15 日は 42 万

6,000 円、同年 12 月 15 日は 38 万 7,000 円、18 年６月 15 日は 33 万

5,000 円、同年 12 月 15 日は 43 万円、19 年６月 15 日及び同年 12 月 17 日

は 31 万 9,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によりそ

れぞれの賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における夏、

冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には賞与に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納

付していなかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人

の主張する申立期間①から⑩までに係る標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（岩手）厚生年金 事案 2965 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る記録を４

万 2,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 18 年６月 15 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の申立人に係る標準賞与額の記録について、申立人の預金口座

に係る取引履歴等により、申立人は、４万 2,000 円の標準賞与額に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における賞与

から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）には賞与

に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納付してい

なかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人の主張す

る申立期間に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（岩手）厚生年金 事案 2966 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る記録を平

成 15 年６月 16 日は 33 万 6,000 円、同年 12 月 15 日は 31 万 5,000 円、16

年６月 15 日は 36 万 7,000 円、同年 12 月 15 日は 46 万 1,000 円、17 年６

月 15 日は 47 万 3,000 円、同年 12 月 15 日は 43 万 1,000 円、18 年６月 15

日は 35 万 1,000 円、同年 12 月 15 日は 45 万円、19 年６月 15 日は 41 万

4,000 円及び同年 12 月 17 日は 39 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年６月 16 日 

② 平成 15 年 12 月 15 日 

③ 平成 16 年６月 15 日 

④ 平成 16 年 12 月 15 日 

⑤ 平成 17 年６月 15 日 

⑥ 平成 17 年 12 月 15 日 

⑦ 平成 18 年６月 15 日 

⑧ 平成 18 年 12 月 15 日 

⑨ 平成 19 年６月 15 日 

⑩ 平成 19 年 12 月 17 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、各申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑩までの申立人に係る標準賞与額の記録について、申立



人の預金口座に係る取引履歴等により、申立人は、平成 15 年６月 16 日は

33 万 6,000 円、同年 12 月 15 日は 31 万 5,000 円、16 年６月 15 日は 36 万

7,000 円、同年 12 月 15 日は 46 万 1,000 円、17 年６月 15 日は 47 万

3,000 円、同年 12 月 15 日は 43 万 1,000 円、18 年６月 15 日は 35 万

1,000 円、同年 12 月 15 日は 45 万円、19 年６月 15 日は 41 万 4,000 円及

び同年 12 月 17 日は 39 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業

主によりそれぞれの賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における夏、

冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には賞与に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納

付していなかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人

の主張する申立期間①から⑩までに係る標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 2967 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間④及び⑥に係る標準賞与額については、その主張する

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たと認められることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る

記録を平成 16 年 12 月 15 日は 71 万 7,000 円及び 17 年 12 月 15 日は 70 万

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年６月 16 日 

② 平成 15 年 12 月 15 日 

③ 平成 16 年６月 15 日 

④ 平成 16 年 12 月 15 日 

⑤ 平成 17 年６月 15 日 

⑥ 平成 17 年 12 月 15 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、各申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④及び⑥の申立人に係る標準賞与額の記録について、申立人の

預金口座に係る取引履歴等により、申立人は、平成 16 年 12 月 15 日は 71

万 7,000 円及び 17 年 12 月 15 日は 70 万円の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主によりそれぞれの賞与から控除されていたことが認められ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における夏、



冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には賞与に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納

付していなかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人

の主張する申立期間④及び⑥に係る標準賞与額に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①、②、③及び⑤について、申立人の預金口座に係る取

引履歴において、当該期間に株式会社Ａからの振込記録が確認できない。 

また、株式会社Ａは既に解散しており、同社の代表取締役、破産管財人

及び社会保険委員であった者は、いずれも申立期間①、②、③及び⑤にお

ける賞与の支給に係る資料を保管していないとしていることから、当該期

間において申立人に対し賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されてい

たことを確認することができない。 

このほか、申立人が主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①、②、③及び⑤について、申立人がその主張する標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めるこ

とはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 2968 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る記録を平

成 16 年６月 15 日は 15 万 4,000 円、同年 12 月 15 日は 53 万 6,000 円、17

年６月 15 日は 53 万 7,000 円、同年 12 月 15 日は 52 万円及び 18 年６月

15 日は 40 万 7,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年６月 15 日 

② 平成 16 年 12 月 15 日 

③ 平成 17 年６月 15 日 

④ 平成 17 年 12 月 15 日 

⑤ 平成 18 年６月 15 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、各申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑤までの申立人に係る標準賞与額の記録について、申立

人が所持する賞与明細書及び預金口座取引履歴等により、申立人は、平成

16 年６月 15 日は 15 万 4,000 円、同年 12 月 15 日は 53 万 6,000 円、17 年

６月 15 日は 53 万 7,000 円、同年 12 月 15 日は 52 万円及び 18 年６月 15

日は 40 万 7,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

それぞれの賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同



社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における夏、

冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には賞与に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納

付していなかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人

の主張する申立期間①から⑤までに係る標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 2969 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る記録を平

成 16 年６月 15 日は８万 9,000 円及び同年 12 月 15 日は 28 万 6,000 円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年６月 15 日 

② 平成 16 年 12 月 15 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、各申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②の申立人に係る標準賞与額の記録について、申立人が

所持する賞与明細書及び預金口座取引履歴等により、申立人は、平成 16

年６月 15 日は８万 9,000 円及び同年 12 月 15 日は 28 万 6,000 円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主によりそれぞれの賞与から控除され

ていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における夏、

冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には賞与に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納

付していなかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人

の主張する申立期間①及び②に係る標準賞与額に基づく保険料について納



入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 2970 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る記録を平

成 15 年６月 16 日は 21 万 3,000 円、同年 12 月 15 日は 26 万 3,000 円、16

年６月 15 日は 31 万 6,000 円、同年 12 月 15 日は 32 万 6,000 円、17 年６

月 15 日は 28 万 4,000 円、同年 12 月 15 日は 34 万 5,000 円及び 18 年６

月 15 日は 20 万 8,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年６月 16 日 

② 平成 15 年 12 月 15 日 

③ 平成 16 年６月 15 日 

④ 平成 16 年 12 月 15 日 

⑤ 平成 17 年６月 15 日 

⑥ 平成 17 年 12 月 15 日 

⑦ 平成 18 年６月 15 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、各申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑦までの申立人に係る標準賞与額の記録について、申立

人が所持する賞与明細書及び預金口座取引履歴等により、申立人は、平成

15 年６月 16 日は 21 万 3,000 円、同年 12 月 15 日は 26 万 3,000 円、16 年

６月 15 日は 31 万 6,000 円、同年 12 月 15 日は 32 万 6,000 円、17 年６月

15 日は 28 万 4,000 円、同年 12 月 15 日は 34 万 5,000 円及び 18 年６月

15 日は 20 万 8,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ



りそれぞれの賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における夏、

冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）

には賞与に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納

付していなかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人

の主張する申立期間①から⑦までに係る標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（岩手）厚生年金 事案 2971 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立人の株式会社Ａにおける標準賞与額に係る記録を

32 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15 年６月 16 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、申立期間に係る賞与を年金記録に反映させてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の申立人に係る標準賞与額の記録について、申立人の預金口座

に係る取引履歴等により、申立人は、32 万 5,000 円の標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

株式会社Ａは既に解散しており、元代表取締役に照会しても回答が無く、

破産管財人も確認できる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同

社において経理部門を担当していた元取締役は、「申立期間における賞与

から厚生年金保険料を控除していたが、社会保険事務所（当時）には賞与

に係る届出をしておらず、賞与から控除した厚生年金保険料も納付してい

なかった。」と述べていることから、社会保険事務所は、申立人の主張す

る申立期間に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（福島）厚生年金 事案 2973 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）における資格取得日に係る記録を昭和 35 年７月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 5,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年７月１日から同年 10 月１日まで 

私は、昭和 34 年３月 30 日から 37 年４月 21 日まで継続して株式会社

Ｃ（現在は、株式会社Ｄ）及びＡ株式会社に勤務し、Ｅ業務の担当とし

て企業に派遣されていたが、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間と

なっていないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｃ（厚生年金保険の適用事業所名は、Ｃ株式会社）及びＡ株式

会社における同僚の証言並びに当時の状況についての申立人による具体的

な証言から判断すると、申立人は、申立期間について申立てに係るグルー

プ会社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同様に昭和 35 年７月１日にＣ株式会社における厚生年

金保険被保険者資格を喪失し、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険事

業所別被保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所となった

同年 10 月１日に被保険者資格を取得していることが確認できる同僚のう

ち、申立人と同じ業務に従事していた者が、同社の社名が記載されている

同年６月分から同年 11 月分までの給与支払明細書を提出しており、その

給与支払明細書によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除されてい

ることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ株式会社



に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められる。 

一方、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に

よると、同社は、昭和 35 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所となっ

ており、申立期間に適用事業所であった記録は確認できないものの、同社

の商業登記簿謄本によると、会社設立年月日は同年６月３日であることが

確認できる法人事業所であり、複数の同僚の証言により、５人以上の従業

員が常時勤務していたことが推認できることから、当時の厚生年金保険法

に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の同僚が提出した給料

支払明細書によると、厚生年金保険料については、翌月控除であったもの

と推認できるところ、Ｃ株式会社における資格喪失時（昭和 35 年６月）

からＡ株式会社における資格取得時（昭和 35 年 10 月）までの全ての期間

に係る厚生年金保険料控除額が同額であり、その金額に見合う標準報酬月

額は、Ｃ株式会社における資格喪失時の標準報酬月額と一致していること

から、申立人についても同社における健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿の昭和 35 年６月の記録から、5,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、申立期間においてＡ株式

会社は適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所（当時）に

厚生年金保険の適用の届出を行っていなかったと認められることから、事

業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



東北（青森）厚生年金 事案 2974 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）における資格取得日に係る記録を昭和 35 年７月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年７月１日から同年 10 月１日まで 

私は、昭和 32 年７月 20 日から 42 年３月 21 日まで継続して株式会社

Ｃ（現在は、株式会社Ｄ）及びＡ株式会社に勤務し、Ｅ業務の担当とし

て企業に派遣されていたが、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間と

なっていないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｃ（厚生年金保険の適用事業所名は、Ｃ株式会社）及びＡ株式

会社における同僚の証言並びに雇用保険の加入記録から判断すると、申立

人は、申立期間について申立てに係るグループ会社に継続して勤務してい

たことが認められる。 

また、申立人と同様に昭和 35 年７月１日にＣ株式会社における厚生年

金保険被保険者資格を喪失し、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険事

業所別被保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所となった

同年 10 月１日に被保険者資格を取得していることが確認できる同僚のう

ち、申立人と同じ業務に従事していた者が、同社の社名が記載されている

同年６月分から同年 11 月分までの給与支払明細書を提出しており、その

給与支払明細書によると、申立期間に係る厚生年金保険料が控除されてい

ることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ株式会社



に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められる。 

一方、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿に

よると、同社は、昭和 35 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所となっ

ており、申立期間に適用事業所であった記録は確認できないものの、同社

の商業登記簿謄本によると、会社設立年月日は同年６月３日であることが

確認できる法人事業所であり、複数の同僚の証言により、５人以上の従業

員が常時勤務していたことが推認できることから、当時の厚生年金保険法

に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の同僚が提出した給料

支払明細書によると、厚生年金保険料については、翌月控除であったもの

と推認できるところ、Ｃ株式会社における資格喪失時（昭和 35 年６月）

からＡ株式会社における資格取得時（昭和 35 年 10 月）までの全ての期間

に係る厚生年金保険料控除額が同額であり、その金額に見合う標準報酬月

額は、Ｃ株式会社における資格喪失時の標準報酬月額と一致していること

から、申立人についても同社における健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿の昭和 35 年６月の記録から、8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、申立期間においてＡ株式

会社は適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所（当時）に

厚生年金保険の適用の届出を行っていなかったと認められることから、事

業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



東北（岩手）厚生年金 事案 2976 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ営業所における

資格取得日に係る記録を昭和 39 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を２万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年４月１日から同年７月１日まで 

私は、昭和 32 年から平成５年に退職するまで、Ａ株式会社に勤務し

たが、申立期間が厚生年金保険被保険者期間とされていない。 

申立期間は、Ａ株式会社Ｃ営業所から同社Ｂ営業所へ転勤し、継続し

て勤務しており、引き続き給料から厚生年金保険料が控除されていたは

ずなので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社が保管している人事カード、申立人が所持している退職精算

書及び雇用保険の加入記録から判断すると、申立人は同社に継続して勤務

し（昭和 39 年１月４日にＡ株式会社Ｃ営業所（厚生年金保険の適用上は、

Ａ株式会社）から同社Ｂ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、上記人事カードによると、申立人は昭和 39 年１月４日に異動し

たことが記載されているところ、オンライン記録におけるＡ株式会社の資

格喪失日は同年４月１日となっていることから、同社Ｂ営業所の資格取得

日を同日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｂ営業

所における健康保険厚生年金保険被保険者原票の昭和 39 年７月の記録か

ら、２万 4,000 円とすることが妥当である。 



なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付したか否かについて

は、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



東北（宮城）国民年金 事案 1769 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年 11 月から 62 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59 年 11 月から 62 年３月まで 

私は、父母が職業Ａと職業Ｂという家庭で育ち、また私自身も結婚す

るまでは職業Ａであったため、国民年金保険料を納付することは当然の

義務であり守らなければならないと思っていた。 

結婚した当初、夫に国民年金保険料の未納期間が有ることを知り、申

立期間当時に居住していた市営住宅にＣ市Ｄ支所（当時）に勤務してい

る職員がいたので、その職員に相談したところ、夫の未納となっている

保険料は早く追納した方が良いと教えられたため、私と夫の国民年金保

険料を一緒にＤ支所で毎月納付していた。 

夫の国民年金保険料をすぐに追納したのだから、私の保険料だけが未

納となっていることは絶対におかしい。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫に係るＣ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿）及びオンライ

ン記録によれば、申立期間を含む昭和 58 年度から 61 年度までの国民年金

保険料について、申立期間当時は申請免除と記録され、その後、当該期間

に係る保険料が平成５年から８年にかけて追納された記録となっていると

ころ、自分と夫の保険料を一緒に納付していたとする申立人は、「申立期

間当時は収入が少なく免除申請を行ったと思う。平成４年頃には少し余裕

ができたため保険料を納付できるようになった。」旨述べていることを踏

まえると、申立期間当時において申立人及びその夫に係る保険料の納付は

困難であった事情がうかがえるほか、保険料が納付できるようになったと

する４年以降において申立期間の保険料は既に時効により納付することが



できない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（宮城）国民年金 事案 1770 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年４月から 59 年 12 月までの期間及び 60 年 10 月から

平成２年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年４月から 59 年 12 月まで 

             ② 昭和 60 年 10 月から平成２年 12 月まで 

私は、民生委員から国民年金への加入を勧められ、遡って２年分の国

民年金保険料を納付できるということを聞いたこともあり、平成元年度

より前の時期の１月頃、国民年金の加入手続を行い、過去２年分の保険

料を納付した。その金額は 10 万円から 20 万円に満たない額だったと記

憶している。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその夫に係るＡ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿）によれ

ば、同名簿が昭和 61 年１月 11 日に作成された旨の記載及び「職」の押印

が確認できることから、この頃、職権により申立人及びその夫の国民年金

被保険者資格の取得手続が行われたものと推認できるところ、当該手続が

行われた時点で、申立期間①のうち、58 年４月から同年９月までの国民

年金保険料は、時効により納付することができない。 

また、申立人は、「過去２年分の国民年金保険料を納付した後は、私た

ち夫婦が経営する事業所に集金に来た銀行の職員に、毎月、国民年金保険

料の納付を依頼していた。」と述べているところ、申立人の夫に係るＡ市

の国民年金被保険者名簿によれば、申立人が一緒に保険料を納付していた

とする夫についても、申立期間①及び②のうち昭和 60 年 10 月から平成元

年３月までの国民年金保険料が未納とされている。 

さらに、申立期間①は 21 か月、申立期間②は 63 か月、合わせて 84 か



月と長期間であり、申立期間以外にも国民年金保険料の未納期間がみられ

る。 

加えて、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出された事情

は見当たらない上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを

示す資料は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（秋田）国民年金 事案 1771 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年９月から 50 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年９月から 50 年８月まで 

国の記録では、申立期間の 12 か月分の国民年金保険料が未納となっ

ているが、Ａ社Ｂ工場を退社後、昭和 49 年９月にＣ県に戻った際、父

親から国民年金保険料は納付しておいたと言われた。何年も前のことで

領収書は残っていないが、申立期間の国民年金保険料は納付していたの

で記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、基礎年金番号制度が導入された平成９年１月

１日時点において、申立人の基礎年金番号については、昭和 44 年に被保

険者資格を取得していた厚生年金保険の記号番号が基礎年金番号として付

番されており、国民年金手帳記号番号が払い出された履歴が確認できない

ことを踏まえると、平成８年 12 月以前には国民年金の加入手続は行われ

ていなかったものとみられ、したがって、申立期間に係る納付書は発行さ

れず、申立期間当時、国民年金保険料を納付できなかったものと考えられ

る。 

また、申立期間に係る昭和 50 年９月１日の国民年金被保険者資格の喪

失手続、平成 10 年７月 21 日の同資格の取得手続及び同年８月４日の同資

格の喪失手続が同年 10 月 28 日に同時に行われていることを踏まえると、

昭和 49 年９月１日の同資格の取得手続についても、平成９年１月から 10

年 10 月 28 日までの間に行われたものと推認され、申立期間に係る同資格

の取得手続が行われた時点では、申立期間の保険料は、既に時効により納

付できなかったものと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す



関連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（宮城）国民年金 事案 1772 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年１月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年１月から 46 年３月まで 

昭和 51 年７月にＡ社会保険事務所（当時）から申立期間に係る国民

年金保険料の納付書が届き、私の妻が受け取った。そのため、妻が私の

国民年金手帳と照合し、保険料の未納があったものと判断し、納付書に

現金 5,550 円を添えてＢ郵便局で納付しており、その領収証書も所持し

ている。 

また、私の妻は、保険料の還付手続を行ったことや保険料の還付を受

けた記憶は無いと述べている。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する納付書・領収証書により、申立期間の国民年金保険料

が納付されたことは確認できるものの、その領収日付印は、昭和 51 年７

月 12 日に保険料が納付されたことを示しており、同日時点において申立

期間の保険料の徴収権は時効により消滅していることから、申立期間の保

険料が還付決定されたことについて不合理な点は見当たらない。 

また、還付整理簿には、申立人の氏名、還付理由、還付金額、還付期間、

還付決定日及び支払日が明確に記されている上、申立人に係る国民年金被

保険者台帳（マイクロフィルム）にも、還付金額、還付期間及び還付理由

が記載され、その内容は還付整理簿の記載内容と一致しており、申立期間

の保険料が還付されていることについて不自然さはみられない。 

なお、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付したとする申立人

の妻は、前述の納付書・領収証書を「昭和 51 年７月頃受け取った。」と

述べているところ、同納付書・領収証書は、その様式から、昭和 46 年５



月から 47 年４月までの間に使用されていたものと推察されるとの回答を

日本年金機構から得ている。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと

認めることはできない。 



東北（山形）国民年金 事案 1774 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年６月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年６月から 63 年３月まで 

私は、ねんきん定期便で申立期間の国民年金保険料が未納になってい

ることを知った。 

申立期間当時、私は学生であったため、父親が昭和 62 年６月頃に国

民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を毎月銀行の窓口で納付し

てくれていたことを母親から聞いたので、申立期間を国民年金保険料の

納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民年金手帳記号番号

は平成８年６月３日以降にＡ市に払い出されたことが確認できる上、戸籍

の附票によれば、申立人は同年 10 月 20 日に同市に転入していることが確

認できることを踏まえると、同年 10 月頃に国民年金の加入手続が行われ、

申立人の 20 歳到達日である昭和 62 年＊月＊日に遡って国民年金被保険者

資格を取得したことが推認できる。このため、同手続が行われた平成８年

10 月頃までは、申立期間は国民年金の未加入期間として取り扱われ、国

民年金保険料の納付書は発行されず、保険料を納付することができなかっ

たものと考えられる。 

また、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間に係る国民年金の加入手続及び保険料の納

付に関与しておらず、これを行ったとするその父親は既に死亡しているた

め、申立内容を確認できる証言を得ることができない。 

加えて、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと



を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（秋田）国民年金 事案 1778 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 10 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10 年７月から同年９月まで 

平成７年８月から同年 12 月までの未納期間については、時効により

国民年金保険料を納付できないことを年金事務所から説明されて納得し

たが、10 年７月から同年９月までの期間については、それ以前の保険

料を納付していたので、未納のままとしていたことはあり得ず、保険料

を納付していたはずである。申立期間を国民年金保険料の納付済期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、平成 12 年６月６日に申立人に対し国民年金

保険料の納付書が発行されたことが確認できるところ、この時点で納付書

の発行対象となりうる期間は、申立人が国民年金被保険者資格を取得した

10 年２月以降に国民年金保険料を納付した期間を除くと、申立期間のみ

であることから、申立期間は、12 年６月の時点において未納であったこ

とが推認でき、しかも、上記納付書が発行された同年６月以降において、

申立期間の国民年金保険料が納付されたことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

また、基礎年金番号制度が導入された平成９年１月以降は、年金記録管

理業務のオンライン化、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式文

字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られたことによ

り、記録漏れ、記録誤り等が生ずる可能性は低くなっていることから、申

立期間における記録の過誤の可能性は極めて低いと思われる。 

さらに、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期間の国民年金保険



料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（岩手）厚生年金 事案 2972 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17 年６月 15 日 

② 平成 17 年 12 月 15 日 

株式会社Ａから支給された賞与が年金記録に反映されていないことが

分かったので、申立期間①及び②に係る賞与を年金記録に反映させてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人に係るＢ銀行の預金口座取引履歴において、

株式会社Ａの当該期間に係る賞与支給日に振込記録が確認できない。 

また、申立期間①及び②について、上記の預金口座取引履歴に申立期間

②に係る振込記録は確認できるものの、Ｃ町が保管する申立人に係る課税

資料により確認できる平成 17 年分の社会保険料控除額と、オンライン記

録の標準報酬月額により推計した社会保険料額はおおむね一致することか

ら、同年において、申立期間①及び②の賞与に係る厚生年金保険料が控除

されていたとは考え難い。 

さらに、株式会社Ａは既に解散しており、同社の代表取締役、破産管財

人及び社会保険委員であった者は、いずれも申立期間における賞与の支払

に係る資料を保管していないとしている上、ほかに申立期間①及び②につ

いて、申立人が主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料が控除されて

いたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①及び②について、申立人がその主張する標準賞与額に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



東北（福島）厚生年金 事案 2975 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年７月頃から 45 年５月頃まで 

私は、申立期間に、知人の紹介でＡ駅前にあったＢ店に勤務し、＊階

のＣ業種「Ｄ」でＥ業務をしていた。給与から厚生年金保険料を控除さ

れていたと思うので、厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得で

きない。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、複数の同僚の証言から、勤務期間は特定できないが、株式会

社ＦのＧ部署で業務に従事していたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、株式会社Ｆが厚生年金保険の適用事

業所となったのは、昭和 42 年 10 月 16 日であり、申立期間のうち同年７

月から同年９月までの期間について適用事業所となっていない上、適用事

業所となった日に被保険者資格を取得した 28 人は、全員が男性であるこ

とが確認できる。 

また、上記 28 人中 27 人は、関連会社である株式会社Ｈから異動してい

ることが確認でき、これは、「Ｂ店のオープン前の準備業務と従業員の採

用、研修等に従事していた社員がいた。」との複数の同僚の証言と符合す

る。 

さらに、当時の株式会社Ｆの状況及び申立人の勤務期間について、複数

の同僚が、「女性の正社員採用には試験があった。第１期生とされる女性

正社員が厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは昭和 42 年 11 月１日

である。Ｂ店のオープン日は同年 12 月 14 日である。第１期生であれば、

採用からオープンまでの期間について、チラシの配布及び本社であるＩ市

の株式会社Ｈでの研修があった。申立人はオープン時にはいなかった。」



旨証言しているところ、申立人も、「株式会社Ｆでは採用試験は無く、面

接を受けただけであった。私が働き始めたのはＢ店のオープンと同時では

なく、既にＢ店は営業をしていた。」旨述べていることから、申立人が株

式会社Ｆで働き始めたのは昭和 42 年 12 月 14 日以降であったことがうか

がえる。 

加えて、申立人の身分について、Ｃ業種である「Ｄ」の売場があったＧ

部署の担当責任者を含む複数の正社員の同僚が、「申立人は、『Ｄ』から

派遣されたＥ業務の担当者であり、株式会社Ｆの正社員ではなかった。」

と証言している上、株式会社Ｆでは、厚生年金保険の被保険者期間が１か

月の者についても雇用保険に加入させていたことが確認できるところ、申

立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は見当たらない。 

その上、株式会社Ｆ及び株式会社Ｈに係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票において申立期間に被保険者資格を取得した者を確認したが、申立

人の氏名は見当たらない。 

なお、申立人が働いていた「Ｄ」は、Ｊ県にあった事業所であるとの申

立人及び同僚からの証言があり、申立人が「Ｄ」の厚生年金保険被保険者

であった可能性もあることから、申立期間にＪ県に所在した「Ｄ」という

名称を含む適用事業所について調査したところ、Ｋ株式会社（昭和 24 年

６月１日に適用事業所となり、47 年４月 24 日に株式会社Ｌに商号変更、

52 年５月１日に適用事業所ではなくなる。同年６月 10 日に株式会社Ｍに

合併し解散）及び株式会社Ｍ（適用事業所となった日は、昭和 44 年９月

１日）が確認できる。 

しかし、株式会社Ｍの登記簿謄本によると、同社は閉鎖されていないも

のの、平成 13 年３月１日に適用事業所ではなくなっている上、同社が昭

和 53 年７月 27 日に更正手続が開始された際の代表取締役等は既に死亡し

ており、当時の状況等について確認することができない。 

また、株式会社Ｌ及び株式会社Ｍのオンライン記録を調査したが、申立

人の氏名は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（青森）厚生年金 事案 2977 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年 12 月１日から 63 年５月 26 日まで 

昭和 60 年３月から有限会社Ａに勤務したが、国の記録によれば、申

立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

当時は、有限会社Ａから有限会社Ｂに派遣されていたが、厚生年金保

険は有限会社Ａにおいて加入していた。同社からの厚生年金保険脱退の

説明は無く、昭和 60 年 12 月１日以降も健康保険証は使用しており、厚

生年金保険料も給与から天引きされていた記憶がある。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録における離職日は昭和 63 年５月 20 日であ

ることから、申立人が申立期間について、有限会社Ａに勤務していたこと

は推認できる。 

しかしながら、事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によると、有

限会社Ａは、昭和 60 年 12 月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っており、申立期間は適用事業所ではないことが確認できる。 

また、申立人は、有限会社Ａから派遣された有限会社Ｂでは、自分と上

司の２名で働いていたとしているところ、オンライン記録によれば、当該

上司は有限会社Ａに係る厚生年金保険の被保険者資格を昭和 60 年３月 21

日に喪失しており、申立期間の被保険者記録が無い上、同社の当時の事業

主は、申立人の被保険者資格の喪失日と同日の同年 12 月１日に被保険者

資格を喪失している。 

一方、有限会社Ｂについて、健康保険厚生年金保険適用事業所名簿及び

オンライン記録を調査したが、同社が厚生年金保険の適用事業所であるこ



との確認ができない上、厚生年金保険の適用事業所となっている類似の名

称の事業所は全国で８事業所が確認できるものの、いずれもオンライン記

録において、申立人及び上記上司の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（福島）厚生年金 事案 2978 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年 11 月１日から 52 年４月１日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間について厚生年金保険の被保険

者記録が無かった。昭和 50 年４月にＡ団体Ｂ事業所（現在は、Ｃ団体

Ｂ事業所）のＤ学校に入学したが、職員扱いのＥ学生であったため、給

与は支払われていなかったが厚生年金保険には加入していたと思うので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ｂ事業所の職員扱いのＥ学生として同事

業所のＤ学校に在学していたと主張しているところ、同校を承継したＣ団

体Ｆ学校から提出された在学証明書により、昭和 50 年４月９日から 52 年

３月 16 日までＧ学校に在学していたことが確認できる。 

また、申立人は、Ｇ学校に在学していた当時、給与は支払われていなか

ったが、厚生年金保険に加入していたと思うと主張しているところ、Ｆ学

校は、申立期間当時、Ｇ学校の学生に対する給与の支払は無かったとして

いる上、当時の同校の学生に係る厚生年金保険の取扱いは不明だが、厚生

年金保険に加入させていたとは考え難いと述べている。 

さらに、申立人のＢ事業所における厚生年金保険の被保険者資格取得日

と同日である昭和 52 年４月１日に同事業所において被保険者資格を取得

している者のうち、申立人が、Ｇ学校の入学及び卒業並びにＢ事業所への

就職の時期が同じであったとして氏名を挙げた３人の同僚は、申立期間に

おいて、厚生年金保険の被保険者であった記録は見当たらないことから、

同校の学生は厚生年金保険に加入していなかったと推認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与



から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 2979 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女    

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59 年４月から同年９月まで 

私は、申立期間にＡ市Ｂ区にあったＣ株式会社に勤務していた。申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間当時の状況についての具体的な証言から、申立人がＣ

株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ｃ株式会社は、「当時の関係書類は保存期間を過ぎて処分した

ため不明である。」としており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

また、オンライン記録において、申立期間にＣ株式会社における厚生年

金保険被保険者期間が確認できる同僚 19 人のうち、既に亡くなっている

２人及び昭和 10 年以前生まれの２人を除く 15 人に照会したところ、申立

人が記憶している当時の上司及び同僚を含む９人から回答を得たが、申立

人を記憶している者はいなかった。 

さらに、申立期間の前年から申立期間までにＣ株式会社において厚生年

金保険の被保険者資格を取得した８人のうち、住所が判明した７人につい

ては、雇用保険と厚生年金保険の被保険者期間が符合しているところ、申

立人の申立期間に係る雇用保険の記録は確認できない。 

加えて、オンライン記録において、申立期間の前年から申立期間までに

厚生年金保険の被保険者資格を取得した者の健康保険証の整理番号に欠番

は無い上、旧姓を含めた申立人の氏名検索を行ったが、未統合と思われる

申立人の記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与



から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（青森）厚生年金 事案 2980 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 10 月頃から 46 年２月頃まで 

Ａ株式会社に勤務した昭和 44 年 10 月頃から 46 年２月頃までの期間

が厚生年金保険の被保険者期間とされていないが、父と兄と三人で同社

Ｂ事業所においてＣ業務に従事したので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間当時のＡ株式会社Ｂ事業所における業務内容等に係る

詳細な記憶から、勤務期間の特定までは至らないが、申立人が同社に勤務

していたことは推認できる。 

しかし、Ａ株式会社は、申立期間当時の関係資料は無いとしていること

から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除等を確認することができ

ない上、同社は厚生年金保険への加入の取扱いについて、試用期間終了後

に全員を加入させていたとしているが、同社における従業員名簿等の資料

が無いことから、同社Ｂ事業所を含む従業員全員に係る厚生年金保険の加

入の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人は、申立期間当時、申立人の父親及び兄と共にＡ株式会社

に勤務したとしているが、申立人の父親は既に亡くなっていることから、

申立期間当時の証言を得ることができず、申立人の兄は、「弟と一緒にＡ

株式会社に勤務したが、父は一緒に勤務していない。同社における具体的

な勤務期間及び給与からの厚生年金保険料控除等については覚えていな

い。」としていることから、申立人の勤務期間、厚生年金保険料控除等を

確認することができない上、申立期間におけるＡ株式会社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者原票に、申立人の父親及び兄の氏名は見当たらない。 



さらに、申立期間当時、Ａ株式会社Ｂ事業所において事業所長であった

とする者は、申立人を知らないとしていることから、申立人の勤務期間、

厚生年金保険料控除等を確認することができない上、申立人が申立期間当

時のＡ株式会社Ｂ事業所における同僚として記憶する９人のうち、所在が

確認できる６人に照会を行ったところ、回答のあった３人のうち２人は申

立人を知らないとしており、知っていると回答のあった１人は「申立人は

自分が入社した７か月後に入社し、自分と一緒に退職した。全ての従業員

が厚生年金保険に加入していたと思う。」としているが、申立人が厚生年

金保険に加入していたとする具体的な証言を得ることはできなかった。 

加えて、上記９人のうち１人について、申立期間におけるＡ株式会社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に当該同僚の氏名は見当たらない

上、同原票に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号は連番で欠

番は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 




